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２章 現状と課題

2-1. 緑の現状

2-2. 既存計画の状況

2-3. 緑に関する市民の意識

2-4. 緑に関する課題
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平成 27 年 3 月現在

（１）自然的条件

本市の位置・地形・気象などの緑を支える基礎条件、及び緑地と関連深い動植物などについ

て示します。

① 位置・地形

本市は、関東平野の中央、埼玉県の北部、東京都心から５０～７０km圏に位置し、東は行田

市、鴻巣市、西は深谷市、南は東松山市、吉見町、滑川町、嵐山町、北は群馬県に接しています。

市域は、東西に約１４㎞、南北に約２０㎞、面積は１５９．８２km2であり、埼玉県内では

５番目に広い面積です。市域の大半が平坦な地形ですが、西部は櫛挽台地、南部は江南台地、及

び比企丘陵の一部となっています。また、利根川・荒川という日本を代表する二大河川が流れ、

豊かな水と肥沃な大地により、本市の自然環境は形成されています。

図：本市の位置

N

2-1. 緑の現状
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② 気象

本市は、夏の気温の高さが全国的に知られています。夏季は東京都心部のヒートアイランド

現象や秩父山系からのフェーン現象などの影響により、日中の気温が非常に高くなります。

平成１９年８月１６日には、当時の日本の観測史上最高となる４０．９度を記録しています。

平成２２年の夏季（７～９月）は、気象庁が統計を開始した明治３１年（１８９８年）以降

の１１３年間で日本の平均気温が最も高くなりましたが、本市でも猛暑日（最高気温３５度以上）

が４１日、熱帯夜（最低気温２５度以上）が３０日といずれも過去最高を記録しています。

ヒートアイランド現象は、緑地の少ない都市部で顕著であり、気温上昇の抑制が課題となっ

ています。

建築物の温度上昇を抑制するグリーンカーテン（妻沼庁舎）

打ち水大作戦（星川）
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③ 動植物

本市には、利根川・荒川の２大河川の豊かな水辺や、南部に広がる平地林※1や斜面林※2、谷

地など、さまざまな自然環境があり、こうした環境の中に多種多様な動植物が生息しています。

しかし、近年、樹林地や屋敷林の伐採、湧水の枯渇、水路の暗渠化、遊休農地の拡大などに

より、一部の動植物の個体数や種類が減少しています。

その中には絶滅危惧種のムサシトミヨなどが含まれており、これら希少野生動植物の生息・

生育環境の保全が課題となっています。

こうした動植物の個体数や種類の減少は、生態系のバランスを変化させ、人々の安全で快適

な生活にも影響を及ぼすことが指摘されています。

出典：埼玉県レッドデータブック 2011 植物編

埼玉県レッドデータブック 2008 動物編

ムサシトミヨ 〔埼玉県：絶滅危惧 IA 類〕 ゲンジボタル〔埼玉県：絶滅危惧 II 類〕

国内では元荒川のみに生息していること

が確認されています。

熊谷市ムサシトミヨ保護センターを拠点

に、地元の環境保護団体及び一般市民・小

中学校の児童・生徒などによる保護活動が

行われています。

江南地区の用水路で生息が確認されて

います。

「熊谷市ホタルの保護に関する条例」

により、ホタルの捕獲や生息の妨げとな

る行為が禁止されています。

カワラナデシコ〔埼玉県：絶滅危惧 II 類〕 ヒメシロアサザ（埼玉県：絶滅危惧 IB 類）

荒川の河川敷でみられます。

県営荒川大麻生公園は、埼玉県内最大規模

のカワラナデシコの自生地となっており、

夏から秋に淡紅色・白色の花をつけます。

別府沼公園の別府沼でみられます。

ため池や水田でみられる浮葉植物で、

８月頃に白い小さな花をつけます。

本市でみられる貴重な動植物

※1平地林：平地に広がる林
※2斜面林：斜面に広がる林
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（２）社会的条件

緑に関連する都市構造、人口、土地利用、農業従事者、景観などについて示します。

① 都市構造

本市の都市構造は、主要な公共交通の結節点になっている熊谷駅とＪＲ高崎線の始発駅にも

なっている籠原駅を中心に、商業地と住宅地が広がり、市街地を形成しています。また、北部に

妻沼地区の市街地が、南部に江南地区と大里地区の市街地が点在し、その周辺には農業集落が広

がっています。

市内には、化学・機械・金属・食品などの産業が集積する工業団地・流通センターなどがあ

り、それぞれ敷地内の緑化が図られています。

図：都市構造図

N
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② 人口

本市の人口は、平成１２年の約２０．６万人をピークに平成２７年１０月１日現在は２００，

７４５人と減少に転じる一方で、高齢者人口は増加しています。

公園の利用形態は、少子高齢化の進行により変化しています。このため使用目的に応じ適切

な維持管理についての検討が必要になっています。

図：人口の推移（資料：国勢調査）

③ 土地利用

緑地と関わりの深い農林業による土地利用は、平成２５年時点で田３，８０９㏊、畑２，６

１８㏊、山林４９４㏊、合計６，９２１㏊（約４３．３％）です。経年変化をみると、郊外の主

たる緑地の対象である田・畑・山林の面積は減少傾向にあります。

図：土地利用の推移（資料：埼玉県統計年鑑 平成２５年版他）

189,020 199,931
205,571 206,225 204,467 202,634
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④ 農業従事者

市域の約４割を占める農地は、豊かな緑であり、保全の対象です。農地の耕作、維持・保全・

管理に携わる農業従事者の人口動向は、平成１２年から２２年を見ると、徐々に減少しています。

一方、６５歳以上の高齢者の割合は、５８％から６９％と増加しています。

こうした農業従事者数の変化は、③土地利用のグラフにもあるように、農地の減少や荒廃に

影響することが懸念されています。

図：農業従事者数の推移(農林業センサス)

⑤ 景観

本市の景観は、利根川・荒川、南部の平地林や斜面林に加え、農耕地や点在する屋敷林など

の自然豊かな景観のほか、中心市街地、北部の妻沼聖天山を中心とした門前町の歴史・文化資源

と広大な田園風景などにより形成されています。

本市は、平成１９年１０月に景観法に基づく景観行政団体となり、市内の景観を保全し次世

代に継承するため、平成２１年３月に景観計画を策定しています。

景観計画では、一定規模以上の建築物の新築時などにおいて、緑化目標基準を定め、緑化の

推進を図っています。

表：緑化目標基準（建築物の建築等の場合）

※ただし、下記のいずれかに該当する区域については、この基準を適用しないものとする。

・工場立地法第６条第１項に規定する特定工場の敷地の区域

・埼玉県が定める「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」第２６条に規定する緑化事業者が建築

物の建築等を行う敷地の区域

平成12年

合計

7,425人

平成17年

　合計
　6,499人

 合計

 4,814人

平成22年

行為を行う区域 緑化目標基準の計算式 緑化目標基準

市 街 化 区 域
(１－法定建ぺい率)

×0.2

法定建ぺい率50％の場合 ⇒ 敷地面積の 10％

法定建ぺい率60％の場合 ⇒ 敷地面積の 8％

法定建ぺい率80％の場合 ⇒ 敷地面積の 4％

市街化調整区域 市街化区域の最も高い基準値を用いる ⇒ 敷地面積の 10％
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（３） 緑地の状況

本市の緑地の状況を把握するため、緑に被われた場所や水面の面積を抽出して集計する「緑

被※1調査」を実施しました。

併せて、緑地を構成している「施設緑地」及び「地域制緑地」の状況などを整理しました。

① 緑被調査

緑被調査は、平成２１年３月に撮影した航空写真を用いて、緑で被われている箇所（本計画

では緑被という）を８つの利用形態に分類し、それぞれの緑被面積を算出しました。

また、緑被面積は、市全域及び市街化区域に分けて集計しました。

表：本市の緑被面積

緑被の分類

市全域 市街化区域

緑被面積

(ha)

緑被率※

2

(%)

緑被面積

(ha)
緑被率

(%)

①山林、原野 1,712.6 10.71 13.7 0.53
②農地（水田、畑地、果樹園）、牧草地など 6,714.7 42.00 215.4 8.26
③社寺林、屋敷林、小規模な樹林 261.2 1.63 32.4 1.24
④河川、水路、湖沼、ため池、湿地の水面及び水辺 512.5 3.21 6.0 0.23
⑤公園、広場、グラウンドなどの植栽地 251.8 1.57 19.8 0.76
⑥学校、庁舎、道路などの公共公益施設の植栽地 130.7 0.82 23.8 0.91
⑦住宅、工場、事業者などの植栽地 735.4 4.60 217.7 8.35
⑧ゴルフ場などの民間レクリエーション施設の植栽地 166.9 1.04 0.5 0.02

緑被面積合計 10,485.8 65.58 529.3 20.30

そのほかの宅地、道路など 5,502.2 2,076.9

合計面積 15,988.0 2,606.2

①緑被調査

航空写真から緑で被われている箇所や水面の面積を抽出

利用形態別の緑被面積の算出

全市域及び市街化区域別の緑被面積の算出

②施設緑地の状況 ③地域制緑地の状況

※1緑被：樹木・芝・草花などの植物や河川・湖沼などの水面によって被われた場所について航
空写真などを用いて分類した区域で、例えば、樹木の樹冠を水平面に投影した範囲が

緑被の区域となります。

※2緑被率：一定の敷地における緑に被われた区域の割合
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緑被調査に基づき算出した本市の緑被率は、約６５．６％です。このうち約６４．０％（全

体の約４２．０％）が農地、牧草地などとなっています。

市街化区域の緑被率は、約２０．３％と低く、その中で「住宅・工場・事業所などの植栽地」

と「農地・牧草地など」が約８１．８％を占めています。市街化調整区域の緑被率は、約７４．

４％になっています。

このように市街化調整区域には十分な緑地がありますが、市街化区域の緑地が少ないことが

わかります。

図：市全域の緑被面積・緑被率

図：市街化区域の緑被面積・緑被率
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図：緑被調査図

N

●熊谷駅

●妻沼庁舎

●籠原駅

●大里庁舎

●江南庁舎

●熊谷市役所
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② 施設緑地の状況

施設緑地には、都市公園と都市公園以外の緑地があります。また、都市公園は、都市計画公

園と都市計画公園以外の公園に分類されます。

本市には、平成２７年４月１日現在１４３箇所、総面積４９０．９９haの都市公園がありま

す。

市民一人あたりの都市公園面積は２４．４㎡で、埼玉県平均の６．４６㎡、全国平均の９．

５㎡、さらには国の標準（都市公園法施行令）である１０㎡を大きく上回っており、県内屈指の

都市公園を有する都市となっています。

表：都市公園の一覧
■都市計画公園 ■都市計画公園以外の公園

都市公園以外の施設緑地としては、「公共施設緑地（学校の植栽地や公共団体が設置してい

るグラウンドなど）」と「民間施設緑地（企業が設置しているグラウンドや寺社境内地など）」

があります。

街区公園：55箇所（13.29㏊） 街区公園：48箇所（12.72㏊） 近隣公園：2箇所（3.75㏊）
　東公園　（0.36） 　駅東第１公園　（0.10） 　佐谷田公園　（0.33） 　妻沼西第一公園　（2.68）
　曙公園　（0.10） 　駅東第２公園　（0.12） 　万吉弥太郎公園　（0.20） 　妻沼西第二公園　（1.07）
　宮前公園　（0.20） 　駅東第３公園　（0.27） 　万吉石田公園　（0.11） 運動公園：1箇所（2.35㏊）
　堤公園　（0.47） 　駅東第４公園　（0.10） 　外原西公園　（0.10） 　妻沼東運動公園　（2.35）
　松風公園　（0.17） 　曙第２公園　（0.14） 　みいずが原上林公園　（0.72） 緑地：15箇所（9.67㏊）
　赤城公園　（0.06） 　籠原南第３公園　（0.17） 　中林公園　（0.19） 　久下荒川緑地　（0.99）
　見晴公園　（0.13） 　籠原南第５公園　（0.10） 　別府農村広場　（1.00） 　村岡荒川緑地　（1.37）
　宮町公園　（0.09） 　日向島農村広場　（0.25） 　外原北緑地　（0.13）
　籠原第１公園　（0.13）　 近隣公園：8箇所（11.82㏊） 　下川上農村広場　（0.24） 　外原南緑地　（0.07）
　籠原第２公園　（0.11） 　中央公園　（3.10） 　大塚農村広場　（0.25） 　みいずが原緑地　（1.31）
　籠原第３公園　（0.05） 　荒川公園　（1.51） 　中島農村広場　（0.21） 　みいずが原下山緑地　（0.32）
　寿公園　（0.10）　 　万平公園　（1.04） 　中条農村広場　（0.34） 　市民の森　（0.55）
　熊久公園　（0.08） 　外原公園　（1.08） 　荒宿農村広場　（0.25） 　瀬南緑地　（0.05）
　美土里町公園　（0.12） 　別府第２公園　（0.97） 　水越農村広場　（0.24） 　かめの道　（2.30）
　玉井公園　（0.27） 　みいずが原公園　（1.82） 　今井農村広場　（0.19） 　妻沼西第1緑地　（0.55）
　本石公園　（0.11） 　船木台中央公園　（1.10） 　四方寺農村広場　（0.21） 　妻沼西第2緑地　（0.68）
　大幡公園　（0.20） 　籠原中央公園　（1.20） 　奈良中央公園　（0.49） 　妻沼西第3緑地　（0.28）
　別府第１公園　（0.43） 総合公園：4箇所（62.89㏊） 　吉原公園　（0.45） 　妻沼西第4緑地　（0.25）
　別府第３公園　（0.66） 　別府沼公園　（17.10） 　玉井運動広場　（0.49） 　妻沼西第5緑地　（0.58）
　小曽根公園　（0.41） 　妻沼運動公園　（10.39） 　下増田公園　（0.21） 　山神緑道　（0.24）
　石原公園　（0.65） 　江南総合公園

　（小原運動公園）　（11.40）
　楓山公園　（0.25）

　新島公園　（0.30） 　阿諏訪野公園　（0.27）
　中奈良公園　（0.64） 　国営武蔵丘陵森林公園

（全体：307.6　本市分：24.0）

　大林公園　（0.25）
　雀宮第１公園　（0.12） 　大境公園　（0.25）
　雀宮第４公園　（0.23） 運動公園：2箇所（32.46㏊） 　桜リバーサイドパーク　（0.59）
　雀宮第５公園　（0.17） 　熊谷運動公園

（熊谷さくら運動公園）　（30.60）

　原谷公園　（0.49）
　肥塚公園　（0.58）　　 　肥塚出口公園　（0.13）
　箱田第１公園　（0.24） 　南運動場

（伊勢町ふれあい公園）（1.86）

　肥塚中島公園　（0.20）
　箱田第２公園　（0.20） 　山神公園　（0.49）
　箱田第３公園　（0.21） 歴史公園：1箇所（0.3㏊） 　南中山公園　（0.18）
　箱田第４公園　（0.49） 　星渓園　（0.30） 　妻沼東中央公園　（0.25）
　久下第１公園　（0.56） 広域公園：1箇所（88.3㏊） 　妻沼東ふれあい公園　（0.23）
　久下第２公園　（0.17） 　北武蔵公園（県営熊谷スポー

ツ文化公園）　（88.30）
　妻沼東父沼公園　（0.14）

　久下第３公園　（0.26） 　妻沼東芦際公園　（0.24）
　久下第４公園　（0.26） 緑地：6箇所（253.44㏊） 　妻沼東境堀公園　（0.23）
　雀宮第２公園　（0.13） 　玉井緑地　（0.73） 　妻沼東芝川公園　（0.14）
　雀宮第３公園　（0.10） 　熊谷荒川緑地　（25.60） 　めぬま中央公園　（0.33）
　玉井稲荷木第１公園　（0.22） 　新堤緑地　（1.10） 　神明町公園　（0.12）
　玉井稲荷木第２公園　（0.19）　 　県営荒川大麻生公園（166.70） 　さくら公園　（0.29）
　上之公園　（0.38） 　雀宮緑地　（0.21） 　上石公園　（0.14）
　玉井在家第１公園　（0.20） 　利根川総合運動公園　（59.10） 　中西公園　（0.12）
　玉井在家第２公園　（0.15） 　新堀第２公園　（0.10）
　玉井在家第３公園　（0.25） 　新堀第３公園　（0.14）
　広瀬川原公園　（0.29） 　新堀第４公園　（0.26）
　平戸公園　（0.58） 　コクーン公園　（0.09）
　籠原南第１公園　（0.18） 　新島北公園　（0.11）
　籠原南第２公園　（0.19） 　新堀第５公園　（0.11）
　籠原南第４公園　（0.10） 　向井諏訪公園　（0.11）

合計：77箇所（462.50㏊） 合計：66箇所（28.49㏊）
合計：143箇所　（490.99㏊）
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図：都市公園の位置

N
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③ 地域制緑地の状況

本市における地域制緑地は、河川区域、自然環境保全地域、生産緑地地区、農業振興地域内

の農用地区域、保安林区域、地域森林計画対象民有林などがあります。

緑被調査の結果から、市街化調整区域の緑の面積は相当程度ありますが、市街化区域の緑が

少ないことが明らかになりました。

今後の緑の量・質の向上に向けた取組みは、市街化調整区域の豊かな緑を保全しつつ、市街

化区域に緑をはじめとする潤いのある空間を創出することが重要となります。

しかしながら保全と創出の対象となる緑地の大部分が民有地となるため、地域制緑地に関わ

る制度などを用いて保全と創出に取り組む必要があります。

本計画における地域制緑地の保全と創出に向けて、想定される主な施策を示します。

図：地域制緑地を増やすための主な施策

根
拠
・
制
度

法又は条例で緑地が確保されている

法又は条例だけでは緑地が確保できない

緑地として確保される
緑地は確保されているが

任意（届出）

緑地として確保すべきだが

手続きがされていない

↓ ↓ ↓

地
域
制
緑
地
を
増
や
す
た
め
の

主
な
施
策
な
ど

法に基づく協定などあ

り

法に基づく協定などなし 任意の協定

・河川区域

・自然環境保全地域

・生産緑地地区

・農業振興地域農用地区

域内の農用地（1種）
・地域森林計画対象民有

林内の保安林

・風致地区

・工場立地法

・企業立地促進法

・農業振興地域農用地区

域内の農地（2種）
・地域森林計画対象民有

林内の林地

・埼玉県緑化届出制度

・文化財

・保存樹、保存樹木

・景観地区（緑化に重点）

・市街化区域農地

・緑地協定

・緑化重点地区

・緑地保全地区

↑ ↑ ↑
緑地所有者

のメリット

・税金対策

・地域の貴重な緑の保全

・企業イメージの向上

・緑地の保全

・地域の貴重な緑の保全

・重要な緑の創出

目 標

・緑地として

100％カウントされる。
・保全される。

なるべく協定が結べる

よう働きかけが必要

推進すべき緑化の方策

として、今後、協定な

どの方法について協議

が必要

緑
地
面
積･

箇
所
数

量的に限定される
不特定多数の

候補地がある
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図：主な地域制緑地の位置

●熊谷駅

●籠原駅

●大里庁舎

●江南庁舎

●妻沼庁舎

●熊谷市役所
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緑に関する取組状況は、合併前の市町ごとに違いがあります。

１市３町は、それぞれ旧都市緑地保全法に基づき、緑に関する取組を行ってきました。

（＊計画は緑の基本計画）

また、旧熊谷市と旧妻沼町の緑の目標の達成状況について、共通する都市公園の整備目標面

積と一人当たり公園面積をみると、本市の緑被率・市民一人当たり公園面積は、合併により平成

２１年度現在で旧目標に近づいている状況となっています。

表：旧熊谷市・旧妻沼町の緑の目標

上段：【緑被率（％）】

中段：都市公園面積（ha）
下段：一人当たり公園面積（㎡/人）

計画当初 目標年次 現在（平成 21 年）

（合併後の熊谷市）平成 13 年 平成 17 年 平成 27 年 平成 34 年

旧
熊
谷
市

－
【62%】
386.76ha

(22.59㎡/人)

【62%以上】
452.79 ha

(25.18㎡/人)
－

【65.6％】
485.97 ha
(23.7㎡/人)旧

妻
沼
町

【66%以上】
119.50 ha

(42.40㎡/人)

－
－

【66%以上】
127.61 ha

(36.46㎡/人)

・計画レベルのすり合わせ

・既往施策の反映

・新たな目標への見直し

・新たな目標の設定

・「緑の基本計画」についての認

識を統一

旧江南町旧妻沼町 旧大里町旧熊谷市

図：旧緑の基本計画との関係

旧都市緑地保全法に基づく計画
＊
あり 旧都市緑地保全法に基づく計画なし

新市 熊谷市
・まちなかの緑が少ない

・郊外の緑は豊かだが、十分に活用されていない

・緑についての PRが不足している
など

2-2. 既存計画の状況
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市民の緑に対する意識や意向を把握するために、平成２１年８月に「熊谷市の緑についての

アンケート調査」を実施しました。

アンケート調査は、市内在住の１８歳以上８０歳未満の男女から無作為抽出による２，００

０人を対象にアンケート用紙を郵送し、回答者数は９２２人（回収率４６．１％）でした。

（１） 熊谷市の緑についてのアンケート調査結果

① 身のまわりの「緑」について

【緑の量について】 【緑の量の満足度】

【満足している緑】（複数回答あり）

大変満足
41人

（4.4%）

どちかといえば
満足

200人
（21.7%）

普通
345人

（37.4%）

どちらかと
いえば不満

255人
（27.7%）

大変不満
56人

（6.1%）

わからない
12人

（1.3%）

未回答
13人

（1.4%）

合　計
922人

5.2%（48 人）

3.4%（31 人）

8.4%（77 人）

9.8%（90 人）

13.0%（120 人）

17.8%（164 人）

18.3%（169 人）

21.6%（199 人）

28.9%（266 人）

38.8%（358 人）

43.3%（399 人）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

田畑などの農地の緑

近隣の身近な公園

生け垣や庭木など住宅地の緑

社寺境内の森

大きな川の堤防や河川敷の緑

週末などに楽しめる大きな公園

街路樹や公共施設などの緑

屋敷林

小川や水路沿いの緑

丘陵地などの緑

そのほか

わからない

1人(0.1%)

未回答

9人(1.0%)

少ない

 136人(15%)

普通

350人(38.0%)

多い

109人

(11.8%)

やや多い

161人

(17.5%)
やや少ない

156人

(16.9%)

合　計
922人

2-3. 緑に関する市民の意識
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② 市内の「緑」について

【多いと感じる緑】（複数回答あり）

【期待している緑の機能】（複数回答あり）

【守り増やしたい緑】（複数回答あり）

4.6% （42 人）

5.9% (54 人)

12.4% (114 人）

15.0% (138 人)

15.6% (144 人)

32.1% (296 人）

45.2% （417 人）

63.4% (585 人)

69.8% （644 人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そのほか

郷土の歴史・風土を学ぶための機能

災害発生時の火事をくい止める機能

強風から家屋を守ったり、洪水を防ぐ機能

週末などのレクリエーションの機能

食料の生産や多様な生物が生息する機能

街並みにゆとりやうるおい、風格などを与えるための機能

大気や水質の浄化、二酸化炭素吸収などの環境保全のための機能

日常的な暮らしの中で憩いや安らぎを感じる機能

7.0% (65 人)

3.9% (36 人)

8.0% (74 人)

10.2% (94 人)

20.3% (187 人)

24.4% (225 人)

24.5% (226 人)

24.6% (227 人)

30.7% (283 人)

49.7% (458 人)

55.5% (512 人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そのほか

屋敷林

丘陵地などの緑

社寺境内の森

小川や水路沿いの緑

大きな川の堤防や河川敷の緑

田畑などの農地の緑

生け垣や庭木など住宅地の緑

週末などに楽しめる大きな公園

近隣の身近な公園

街路樹や公共施設などの緑

5.1%　（47人）

7.3%　（67人）

7.5%　(69人)

8.0%　（74人）

16.9%　(156人)

46.0%　(424人)

40.0%　(369人)

34.6%　(319人)

33.1%　(305人)

28.0%　(258人)

17.0%　（157人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11.その他

8.丘陵地などの緑

5.屋敷林

9.小川や水路沿いの緑

10.街路樹や公共施設などの緑

6.生け垣や庭木など住宅地の緑

4.社寺境内の森

1.近隣の身近な公園

2.週末などに楽しめる大きな公園

8.大きな川の堤防や河川敷の緑

3.田畑などの農地の緑
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③ 「緑」のための市民の取組について

【今後取り組みたいこと】（複数回答あり）

④ 緑をつくり守り育てるための市民や地域社会、企業の取り組みについて

【主な自由意見】

■メインストリートを緑のカーテンや街路樹などで緑豊かな空間とし、暑さ対策と緑

化を目指したい。

■学校で、子供達と植樹する活動（親同伴）に取り組みたい。

■現物支給による植樹の推進や樹木の消毒・手入れへの助成をして欲しい。

■市民が参加して緑を楽しむルールを作り、参加する方法や楽しみ方などについて知

らせて欲しい。

■参加しやすいボランティア活動を増やして欲しい。

■市民参加の緑化キャンペーンの情報が少ない。

■緑について初心者でも簡単に学べる場があるとよい。

■駅周辺の緑が少ないので、地元住民や商店街の人が協力しあって緑化活動に取り組

んで欲しい。

■社寺林や屋敷林が減少している、歴史・文化を伝える貴重な緑であるため保全に努

めて欲しい。

■市民・事業者・行政が共通認識を持って、それぞれの役割分担を決めることが重要

である。

6.6% (61 人)

4.1% (38 人)

6.6% (61 人)

7.0% (65 人)

8.5% (78 人)

9.9% (91 人)

13.2% (122 人)

21.6% (199 人)

22.6% (208 人)

55.9% (515 人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そのほか

ガーデニングや花づくりなどのコンクールに応募する

里山の手入れをする活動に参加する

水辺の緑の手入れをする活動に参加する

公園を計画する話合いなどに参加する

緑化イベントの開催にボランティアとして参加する

専門家から緑について学ぶ研修会や講習会に参加する

公園や道路などに花や木を植えたり、手入れをする活動に参加する

公園などを清掃する活動に参加する

自分の家の玄関やベランダなどに緑を取り入れる
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⑤ 「緑」のための本市の取組について

【緑化をどうすすめたらよいか】

【行政が取り組むべき「緑化」について重要だと思うもの】

⑥ 緑をつくり守り育てるための行政の役割や自身で取り組んでいくこと、取り

組んでみたいことについて

【主な自由意見】

45.3% （418 人）

52.1% （480 人）

52.6% （485 人）

31.2% （288 人）

25.3% （233 人）

17.0% （157 人）

12.4% （114 人）

7.2% （66 人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

そのほか

｢緑化」のためのリーダーを育成する

緑化相談や講習会などの緑化イベントを開催する

住宅や民有地の緑化に対する費用の一部を助成する

住民が緑化活動に参加できるシステムをつくる

学校での環境教育や緑化活動を支援する

公共施設の緑化を進める

地域ぐるみの緑化を支援する

■次代を担う子供達に、緑の大切さを伝える場所や機会をつくって欲しい。

■気温の高いまちを代表して、ほかのまちの参考になるように少しずつでも緑地を増
やして欲しい。

■ビルの屋上に芝や緑を植えると、暑さがやわらぎCO2削減につながる。

■心配なのは、農業後継者がいなくなった農地の荒廃である。

■行政だけで動くのではなく、市民・グループが緑化に関心を持つようなアイデア・
工夫が欲しい。

■草木が好きで緑に関心があるが、ボランティアなどで参加する機会を知らない人が
多い。

■庭になるべく多くの草木などを植える。

■住宅地の外構は生け垣にするとよい。手入れが大変なので援助があるとよい。

■緑化のために活動するグループを多く作り、活動の為の知識、技術、運用面で援助
を行う。

わからない
80人(8.7%)

その他
42人(4.5%)

行政主導で進める
91人(9.9%)

市民主導で進め、行政
は必要な支援を行う

101人(11.0%)

行政と市民
が協働で
進める
608人
(65.9%)

合　計
922人
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（２） アンケート調査結果のまとめ

アンケート調査結果から得られた緑に関する市民の意識や意向を以下に示します。

■ 身のまわりの「緑」について

・ 身のまわりの緑の量については、満足している市民より、不満と感じている

市民の方が多い。

・ 満足している緑については、回答者の約４割が「田畑などの農地の緑」「近

隣の身近な公園」と回答している。

■ 市内の「緑」について

・ 市民が期待している緑の機能については、回答者の６割以上が「日常的な暮

らしの中で憩いや安らぎを感じる機能」「大気や水質の浄化、二酸化炭素吸

収などの環境保全のための機能」と回答している。

・ 市民が守り増やしたい緑については、回答者のおよそ半数が「街路樹や公共

施設などの緑」「近隣の身近な公園」と回答している。

■ 「緑」のための市民の取組について

・ 今後、緑のために取り組みたいことについては、回答者の半数以上が「自分

の家の玄関やベランダなどに緑を取り入れる」と回答している。

・ 今後、緑のために取り組みたいことについては、回答者の２割以上が「公園

などを清掃する活動に参加する」「公園や道路などに花や木を植えたり、手

入れをする活動に参加する」と回答している。

■ 「緑」のための本市の取組について

・ 緑化をどうすすめたらよいかについては、回答者の６割以上が「行政と市民

が協働で進める」と回答している。

・ 行政が取り組むべき緑化について重要だと思うものについては、回答者の半

数以上が「地域ぐるみの緑化を支援する」「公共施設の緑化を進める」と回

答している。
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本市における緑に関する課題を以下に示します。

現状・現地調査からの課題

【自然的条件】

・水田や畑、山林の面積が減少傾向にある。

・ヒートアイランド現象などにより夏季の気温の高さが

全国的に知られている。

・自然環境の多様性が損なわれつつある。

【社会的条件】

・人口の減少、少子高齢化が進行している。

・農家数、経営耕地面積が減少している。

・熊谷らしい景観形成に配慮する必要がある。

【緑地の状況】

・市街化調整区域の緑被率は高いが、市街化区域は低い。

・市街化区域の中でも特に駅周辺の緑が少ない。

・公共公益施設の緑の保全・創出は進められている。

旧都市緑地保全法に関する取組状況

旧熊谷市・旧妻沼町（旧都市緑地保全法に基づく計画あり）

・施策の進捗状況の整理

・既往施策のうち継続すべき施策の反映

・社会経済情勢の変化に応じた目標の見直し

旧大里町・旧江南町（旧都市緑地保全法に基づく計画なし）

・新たな目標の設定

・「緑の基本計画」策定の必要性の共有

市民アンケート調査からの課題

・緑の歴史文化資源の保全・維持管理が必要

・市民の緑に対する満足度が高まる施策への取組

・行政と市民が協働で進める施策への取組

・市民が取組みやすい緑化活動の企画と情報発信

・市民、事業者が取り組む緑化活動へのサポート

課題の根拠

2-4. 緑に関する課題
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本市の緑に関する課題

①郊外の豊かな緑を保全する必要がある

緑の現状調査から、市街化調整区域には豊かな緑や貴重な自然が残されているこ

とが明らかとなりました。

水源かん養・環境保全・災害防止・レクリエーションなどの多様な機能を有する

山林・農地・河川を、都市環境の基盤をなす緑として、まとまりのある形で保全

する必要があります。

併せて、適正な管理や方策を通じて荒廃あるいは失われた緑の再生を図っていく

必要があります。

②緑について積極的に活用する必要がある

上位計画・関連計画には「環境共生都市」実現のための施策が定められ、その中

には本計画と関連する施策があり、「環境共生都市」実現のために、緑は大切な要

素になっています。

安全で快適なまちづくりを進めるにあたっては、緑の機能や重要性を市民に啓発

し、景観資源となる水や緑を積極的に保全・創出し、まちの魅力を高める要素と

して活用する必要があります。

③市街化区域の緑を増やす必要がある

緑被調査の結果、市街化区域の緑の量は市街化調整区域の緑と比較すると少ない状

況が明らかになりました。

全国的に夏の暑さで有名な熊谷市において、環境負荷の低減や市民生活の安全性

向上、まちの美観の向上につながる市街化区域の緑を保全し創出するためには、

公共施設や民有地において積極的に緑化を推進する必要があります。

④緑を守り育む場所や機会をつくる必要がある

市民アンケート調査の結果では、緑を守り育む場所や機会が少ないと感じている

という意見がありました。

市民の交流・活動の場となる主に施設緑地の整備にあたっては、市の財政状況や

市民のニーズなどを考慮し、都市公園の整備とともに公共施設や農地及び山林な

どの民有地の活用も視野に入れた複合的な対応を図る必要があります

⑤協働による取組みをすすめる必要がある

今後、緑を施設緑地の整備だけで増やすことは困難であることから、市域の大部

分を占める民有地において、市民や事業者自ら緑の保全と創出を推進することが

重要です。

里山や農地など、緑地の保全・再生と管理、市街化区域の緑化、都市公園の整備

と維持管理などを、市民・事業者・行政が役割を分担しつつ協働で推進していく

ための仕組みを整えていく必要があります。


